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【手続補正書】
【提出日】令和3年1月21日(2021.1.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体から起立させた複数のピラーと、前記筐体内に設けられ、前記ピラーへ送風する送
風機と、を備えた複数の送風ユニットと、
　前記送風機によって送風される気流を制御する制御部と、
を備え、
　前記ピラーは、前記ピラーを起立させた方向に対して垂直方向に前記送風機で発生した
送風気流を外部に送風する吹出口を備えており、
　複数の前記送風ユニットの前記ピラーは、互いに隣接する前記送風ユニットの前記ピラ
ーとの間の間隙に、それぞれの前記吹出口から送風される前記送風気流によって誘引され
る誘引空気流が通過する誘引風路を構成するように配置され、
　前記制御部は、各前記送風ユニットの前記ピラーの前記吹出口から送風される前記送風
気流が異なる気流となるように制御することを特徴とする送風装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記送風気流の送風量が経過時間によって変化するゆらぎ気流の制御を
備えており、各前記送風ユニットの前記ピラーの前記吹出口からそれぞれ異なるタイミン
グで前記ゆらぎ気流を送風させることを特徴とする請求項１に記載の送風装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　そして、この目的を達成するために、本発明に係る送風装置は、筐体から起立させた複
数のピラーと、筐体内に設けられ、ピラーへ送風する送風機と、を備えた複数の送風ユニ
ットと、送風機によって送風される気流を制御する制御部と、を備える。そして、ピラー
は、ピラーを起立させた方向に対して垂直方向に送風機で発生した送風気流を外部に送風
する吹出口を備えており、複数の送風ユニットのピラーは、互いに隣接する送風ユニット
のピラーとの間の間隙に、それぞれの吹出口から送風される送風気流に誘引される誘引空
気流が通過する誘引風路を構成するように配置され、制御部は、各送風ユニットのピラー
の吹出口から送風される送風気流が異なる気流となるように制御することを特徴とする送
風装置としたものであり、これにより所期の目的を達成するものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態１に係る送風装置の概要を説明する斜視図
【図２】同実施の形態１の送風装置の断面図
【図３】同実施の形態１の送風装置を上方から見た模式図
【図４】同実施の形態１の送風装置の送風範囲を示す模式図
【図５】（ａ）同実施の形態１の送風装置の各面気流がそれぞれ同じ強さで送風されてい
る状態を示す模式図、（ｂ）同実施の形態１の送風装置の各面気流がそれぞれ無風である
状態を示す模式図、（ｃ）同実施の形態１の送風装置の面気流の一方のみがある程度の強
さで送風されている状態を示す模式図、（ｄ）同実施の形態１の送風装置の面気流の他方
のみがある程度の強さで送風されている状態を示す模式図
【図６】同実施の形態１の送風装置の送風ユニット送風量変化の一例を示すグラフ
【図７】従来技術の一例を示す正面図
【図８】従来技術の一例を示す正面図
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明に係る送風装置は、筐体から起立させた複数のピラーと、筐体内に設けられ、ピ
ラーへ送風する送風機と、を備えた複数の送風ユニットと、送風機によって送風される気
流を制御する制御部と、を備える。そして、ピラーは、ピラーを起立させた方向に対して
垂直方向に送風機で発生した送風気流を外部に送風する吹出口を備えており、複数の送風
ユニットのピラーは、互いに隣接する送風ユニットのピラーとの間の間隙に、それぞれの
吹出口から送風される送風気流に誘引される誘引空気流が通過する誘引風路を構成するよ
うに配置され、制御部は、各送風ユニットのピラーの吹出口から送風される送風気流が異
なる気流となるように制御することを特徴とするものである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１７】
　また、制御部は、送風気流の送風量が経過時間によって変化するゆらぎ気流の制御を備
えており、各送風ユニットのピラーの吹出口からそれぞれ異なるタイミングでゆらぎ気流
を送風させる構成としてもよい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　（実施の形態１）
　図１及び図２を参照して、本発明の実施の形態１に係る送風装置１１について説明する
。図１は、居室Ｒに設置された送風装置１１の斜視図であり、図２は、図１の送風装置１
１の断面図である。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　送風装置１１は、図２で示すように住宅の居室Ｒ（図１に図示無し）内で気流を送風す
るものであり、図２に示す通り、居室Ｒの床面１０（図１に図示無し）の下部である床下
空間４０（図１に図示無し）にある筐体１４から起立させた等しい長さのピラー１３ａ、
ピラー１３ｂ、ピラー１３ｃ、ピラー１３ｄ、ピラー１３ｅ、ピラー１３ｆを備えている
。本実施形態ではピラーを６本としているが、少なくとも２本以上のピラーを備えていれ
ばよい。送風装置１１が２本のピラーを備えている場合、各送風ユニットは、それぞれ1
１本のピラー、１台の送風機により構成される。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　図１に示すように、ファンモータ１８ａおよびファンモータ１８ｂはコントローラー２
７（図２に図示なし）に接続され、コントローラー２７がモータ１７ａおよびモータ１７
ｂの動作を制御する。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　図２に示す送風装置１１の構成によれば、送風装置１１が稼動すると、コントローラー
２７（図２に図示無し）の指示を受けてモータ１７ａ及びモータ１７ｂが駆動し、羽根車
１６ａ及び羽根車１６ｂが回転することにより高圧空気が発生し、吸込み口１５から吸込
まれた空気がファンモータ１８ａ及びファンモータ１８ｂを介してチャンバー２１ａ及び
チャンバー２１ｂに至る。高圧空気は、チャンバー２１ａ及びチャンバー２１ｂでダクト
２０ａ～２０ｃ及びダクト２０ｄ～２０ｆに分流され、内部流れ２３ａのようにダクト２
０ａ～２０ｃ及びダクト２０ｄ～２０ｆを通過し、吹出口１９ａ～１９ｃ及び吹出口１９
ｄ～１９ｆ近傍に設けられた風向調整リブ２４でピラー１３ａ～１３ｃ及びピラー１３ｄ
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～１３ｆの鉛直方向における送風方向が調整され、吹出口１９ａ～１９ｃ及び吹出口１９
ｄ～１９ｆから吹出されて、吹出空気流２５ａ、吹出空気流２５ｂ、吹出空気流２５ｃ及
び吹出空気流２５ｄ、吹出空気流２５ｅ、吹出空気流２５ｆとなる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　本実施形態の送風装置１１は面気流５０ａ及び面気流５０ｂの風速が可変する構成のた
め、時系列に応じて送風範囲は、図５（ａ）～図５（ｄ）の全てのパターンを備える。し
たがって、ユーザーＵは、全身に受風する送風パターン、無風の状態、右半身のみ受風す
る送風パターン、左半身のみ受風する送風パターンの複数の送風パターンで受風すること
ができる。
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